
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 

 (平成十一年三月三十一日) 

 (厚生省令第三十八号) 

 

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十七条第一項第一号並びに第八十一条第一項及び第二

項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を次のように定める。 

 

 (指定居宅介護支援の具体的取扱方針) 

第十三条 指定居宅介護支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱

方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

一～十七 略 

十八 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった

場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援

助を行うものとする。 

十八の二 介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(厚生

労働大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。)を位置付ける場合にあっては、その利用の

妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サー

ビス計画を市町村に届け出なければならない。 


